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令和５年度 事業報告書 
 

社会福祉法人 伯方福祉会 

 

１．概要 

  令和５年度は、新型コロナウイルス感染症が５月より５類感染症へ移行したも

のの、施設としての対策は最大限に実施する必要があった。 

また、事業計画にもあった連携強化については、みちのく社会福祉協同組合へ

の参加、新規事業への取組み開始と、年度途中での中止など波乱に満ちた一年で

あった。 

  そのような中でも、支出される経費については、光熱水費及びオムツ等の介護

材料を中心とした物価高騰による影響はあるものの、職員の倹約、節約等により

利用者介護及び施設会計に大幅な支障をきたすことなく処理することができた。 

  会計業務については、社会福祉法人の『会計基準』に沿って、財務会計、介護 

報酬の請求、利用者の預貯金管理等、円滑な事務処理を行うことができた。 

 

２．特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

  定員５０人の入所状況は、利用者本人又はご家族の意向に沿い、出来る限り施

設内で最期を迎えられるように支援したが、急変により救急搬送及び入院をする

利用者も多く、入所者の重度化により死亡退所を含む退所者が例年よりも多く、

欠員補充に際しても、相手側施設や医療機関でのコロナ対策にて時間を要するこ

とが増え、年間平均利用数は４６．２人と目標数を下回った。 

そのような中で、特に下記事項については職員の共通理解として取り組んだ。 

 （１）認知症ケアについて 

     職員の認知症理解のために、講師を招いての施設内研修などを実施し、

共通の理解事項として取り組むことができた。 

（２）看取りケアの充実について 

     面会が制限された状況であっても、看取り期の利用者のご家族は、細心

の注意を払い静養室等で一緒の時間を過ごせるなどの体制をとり、看取り

期の利用者及び家族を精神的に充実できる看取りを実施できた。 

（３）ケアの質の標準化と安定化について 

     利用者一人ひとりの状況に合った介護を実施し、ケアの標準化を進める

ために、手順書を充実させ、心身状況の変化に合わせ随時更新することに

より、新人職員であっても安定した介護が実施できるように努めた。 

    更に、利用者及び職員が安心して生活できるために、抱えない介護の実践

及び機器の使用推進を図った。 

３．ショートステイ（短期入所生活介護） 

  新型コロナウイルス感染症が、５月より５類に移行した後も、細心の注意を払
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いながらショートステイの受入れを実施し、平均利用者数は１日あたり６．８人

と目標数を上回った。 

サービス提供に際しては、利用者が在宅での生活を継続できることを注視し、

在宅での生活状況の把握、家族の介護力向上支援、意向把握に努め、担当職員と

家族との連携強化にも努めた。 

 

４．処遇 

  職員全体が老人福祉法の基本理念と介護保険法の目的を十分理解し「利用者の

自立（自律）支援」「尊厳の保持」に努めた。 

また、実際の処遇については、介護職員が中心とはなるが、個々の利用者の状

況に応じ、看護職員や栄養士など各部署協力体制のもとで一丸となり実施した。 

 

５．健康管理 

  利用者は看護職員による毎日の健康管理を実施すると共に、定期的な嘱託医に

よる往診、随時の往診を行い健康管理に努めた。特に注意を要する利用者につい

ては、看護職員を中心に、各部署が連絡を密にして状態観察と急変時対応の徹底

を図った。病状によっては、家族の意向、嘱託医の指示により専門検査、入院措

置も行った。歯科については森田デンタルクリニック及びげんき伯方歯科診療所、

眼科についてはたくぼ眼科より定期診察及び随時の診察をしてもらった。 

 

６．栄養管理 

  食事は生活の楽しみの一つでもある事から、安全で楽しくおいしい食事提供が

できるよう栄養管理に努めた。 

  提供される食事に関しては、委託を廃し直営化を行い、クックチル方式を採用

した。また、栄養面、食べやすさを求め、「普通食」「ソフト食」「ゼリー食」「ミ

キサー食」を採用し、温かい食品は温かく、冷たい食品は冷えたまま提供できる

よう温冷配膳車の導入を実施し、より食事を楽しめるよう努めた。 

食事介助については、利用者の個々のペースを大切にした介助に努めた。 

 

７．家族との交流 

  感染対策等の制限はあるものの、入所者家族との面会は継続できた。しかし、

家族との意見交換の場である家族会は、感染予防のために開催を見合わせた。 

 

８．ボランティアの受け入れ 

  新型コロナウイルス感染症対策のため各種ボランティア団体の受け入れは、年

間を通して全面的に実施を見合わせた。 
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９．防災訓練 

  防火訓練、避難訓練を年２回実施し、防火設備等の基本的操作を習得すると共

に、避難場所、避難経路、避難誘導指示等の体制を再確認した。また、新人職員

については特に念入りに説明を行った。 

 

10．職員 

  法令順守に関して啓発するために、職員連絡会等での啓発などを行った。 

また、グループごとにグループ会を毎月各１回、グループ代表者等によるリー

ダー会を毎月数回のペースで開催し、各職種での連携の強化及び問題の共通理解

と共有に努めた。 

職員の研修は、外部団体での研修会は少数ではあるが再開された。また、講師

を招いての施設内研修会を充実させ、集団研修及び少人数での専門的な研修や勉

強会を月に２～３回程度実施した。 

 

11．職員の健康管理 

  年１回の定期健康診断を受診した。（夜勤を伴う介護職員は年２回） 

  職員全員インフルエンザワクチンの予防接種を行い、施設内感染の予防に努め 

た。 

 

12．資金収支 

  資金の収支については、令和５年度資金収支予算書に基づいて適正に執行し、

社会福祉法人の「会計基準」に沿って会計処理を行った。 

 

13．広報誌の発行 

  広報誌を隔月発行し、はかた寿園での利用者、家族、職員の相互交流と施設運

営の情報を公開することができた。ホームページ上でも公開し好評を得ておりま

す。 

 

14．地域社会貢献事業 

  今治市社会福祉協議会地域福祉課からの依頼により、令和５年度福祉教育推進

事業の一環として、伯方中学校における福祉体験学習事前講演会において高齢者

福祉について講演を行った。 


